
 

取引報告書等にかかる書面の電磁的方法による交付等取扱規定 
 

 

第１条（目的）  

この規定は、当社が、お客様に書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処

理組織（当社等の使用に係る電子計算機と、お客様等の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法（以下、「電磁的方法」といいます。）により提供する場合における方法等およ

び書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法による交付を受ける場合に

おける方法等（以下「電子交付」という）を定めたものです。  

第２条（書面の種類と記録の方式）  

お客様が、本規定により電子交付を利用できる書面は、金融商品取引法等において規定されて

いる交付書類を含め、以下に掲げる書面（以下、「電子報告書」といいます。）といたします。 

(1) 取引残高報告書 

(2) 取引報告書 

(3) 受渡計算書 

(4) 信用取引権利処理単価調整のお知らせ 

(5) 信用取引配当落調整金のお知らせ 

(6) 累積投資お取引明細書 

(7) 追加型株式投資信託（累積投資）お取引明細書 

(8) 追加型株式投資信託（累積投資）再投資のご案内 

(9) 投資信託収益分配金・償還金のお知らせ 

(10)特定口座払出通知書 

(11)公開買付けによる買付等の通知書 

(12)特定口座年間取引報告書 

(13)精算明細書 

第３条（書面の電磁的方法による交付方法）  

1. 本規定により、当社が行う電子報告書の種類にかかる書面の電子交付（以下、「本サービ
ス」といいます。）とは、当社のホームページにおいて、顧客ファイルに記録された記載

事項をお客様の閲覧に供する（「金融商品取引業に関する内閣府令」第五十六条第 1項ハ）

方法により、お客様に前条第１項に定めた全ての種類の書面を交付する方法です。 

2. 前項の規定は、当社が電子透かし等内容の改ざんを防ぐ電子証明書方式を採用し、お客様
が選択された場合、お客様等の使用に係る電子計算機に備えられたお客様の顧客ファイル

に当該記載事項を記録する方法（「金融商品取引業に関する内閣府令」第五十六条第１項

ロ）に読み替えるものとします。  

第４条（申込方法）  

1. お客様は、当社のホームページより本サービスを申込むものとします。 
なお、お客様は、本サービスを申込むにあたり、当社にお届出のパスワードをもって当社

へ申込むものとし、当該申込みを当社が確認できたものに限り、本サービスの提供を行う

ものとします。 

2. お客様は、当社から第２条第１項に定めた全ての種類の書面について、本サービスを包括
的に申込むものとします。  

第５条（書面の電磁的方法による交付方法の留意点）  

1. 当社は、当社等の使用に係る電子計算機とお客様等の使用に係る電子計算機とを接続する
電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項（以下、「当該記載事項」といいます。）が顧

客ファイルまたは閲覧ファイルに記録される旨、または記録された旨の通知を行うものと

します。ただし、お客様が当該記載事項を既に閲覧していた場合等はこの通知を行わない

場合があります。  

2. 当社は、お客様が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するも
のとします。  

3. 第 3条第 1項に規定する方法により本サービスを提供する場合、当該記載事項について当



 

社から紙媒体での交付が行われた場合、当社が他の電磁的方法等（電子メールを利用する

方法、当社のホームページからダウンロードする方法もしくは当該書面の記載事項を記録

したフロッピーディスクまたはＣＤ-ＲＯＭ等を交付する方法等）による交付の承諾をお

客様から得たうえ、当該他の電磁的方法等による交付を行った場合もしくはお客様が当該

記載事項に係る消去の指図を当社へ行った場合を除き、当該記載事項に関する取引が行わ

れた最後の日以後５年間掲載するものとします。 

4. 顧客ファイルとは、お客様の使用に係る電子計算機（パソコン等）およびお客様が契約し
ているデータセンター等に備えられたお客様のファイル、もしくは金融商品取引業者等が

使用するコンピューター等に備えられたお客様のファイルおよび金融商品取引業者が契

約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイルとします。  

第６条（確認事項）  

お客様は、以下の事項について確認を行ったうえで、合致する場合にのみ本サービスを申込む

ものとします。  

(1) お客様は、当社に既に証券口座の開設を行っていることおよびお客様は常にインターネッ

トを利用することができること  

(2) お客様は、当該書面がお客様の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録すること

ができること  

(3) お客様は、同条(2)の記録を出力することにより、当該書面の作成が可能であること（具

体的には、プリンター等を保有されていること）  

(4) お客様は、当社が本サービスに関し使用する電子計算機に必要とされるＯＳ等に変更等が

生じた旨の通知に対する確認を行い、該当するＯＳ等が備わっていない場合は、当社の管

理部署に直接連絡し本サービスを解約すること  

(5) お客様は、本サービスを利用する場合、必ず当該電子報告書の内容を確認すること 

第７条（申込みの承諾）  

1. 当社は、本サービスの提供をしようとするときは、あらかじめ、お客様に対しその用いる
本サービスについて次に掲げる事項を示し、当社所定の方法により承諾を得るものとしま

す。 

(1) 第 2 条第 1項に規定された書面の種類 

(2) 第 3 条に規定する方法 

2. 当社は、本サービスの利用が順次開始される電子報告書の種類ごとに顧客ファイルに本サ
ービス開始の通知を行うことおよびその開始以前は紙媒体による書面交付を行うことの

承諾を得るものとします。  

3. 当社は、お客様が第 4条の方法により、本サービスの申込みを行った場合、本条第 1項お
よび第 2項についての承諾を行ったものとします。  

第８条（申込の撤回等）  

当社は、第 7条の規定による申込みの承諾を行ったお客様から本サービスの解約等の申出があ

ったときは、電子報告書の電子交付を提供することまたは提供を受けることはできないものと

します。ただし、当該お客様が再び第 7条の規定による承諾を行い、第 4条の方法による申込

みを行った場合は、この限りでありません。  

第９条（解約）  

当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。  

(1) お客様が、当社所定の届出方法により、本サービスの解約を申し出し、それを当社が確認

した場合  

(2) お客様が、本サービスの利用に限らず、当社へのお届け事項等について虚偽の届出を行っ

たことが判明した場合  

(3) お客様が、関係法令・諸規則および当社所定の規定等のいずれかの事項に違反した場合  

(4) 当社の判断により、当社の全てのお客様に対し、本サービスの提供を終了した場合  

第 10 条（免責事項）  

お客様は、次に掲げる事項より生じた損害については、当社に一切その責任を追及できないも

のとします。  

(1) 当社が、第 2条に掲げた電子報告書の全ての種類に対して本サービスを行いますが、何ら



 

かの事由により本サービスが全てもしくは一部分が不可能等となった場合、その交付に替

えて紙媒体で交付されること  

(2) 当社が、第 2条に掲げた電子報告書の全てもしくは一部を本サービスの対象としない場合

があること  

(3) 本サービスについて、 当社以外の法人等が運用を行う通信回線および通信機器、コンピ

ューターシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情

報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等  

 

第 11 条（規定の変更）  

1. この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、もしくはその他必要が生じたときは、変更さ
れることがあります。 

2. 前項に基づき、この規定を変更した場合、当社は所定の方法によりお客様にご通知させて
いただきます。当該変更の通知後、お客様と当社との間にお取引が生じた時点をもって、

当該規定の変更にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。  

第 12 条（合意管轄）  

本サービスに関し、お客様と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社

本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定することができるもの

とします。  

 

（平成 21 年 1 月改定） 

 


